
第１ 平成２２年度の高齢社会対策

１ 高齢社会対策関係予算

高齢社会対策を、就業・所得、健康・福祉、
学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進
の各分野にわたり着実に実施する。
一般会計予算における平成２２年度の高齢社会

対策の関係予算は、１７兆４，８７２億円であり、各
分野別では、就業・所得１０兆６，１３４億円、健
康・福祉６兆８，２７３億円、学習・社会参加１４０億
円、生活環境９４億円、調査研究等の推進２３１億
円となっている。

２ 高齢社会対策の推進

平成２２年度における分野別の主な施策は次の
とおりである。

（１）就業・所得
○高年齢者雇用確保充実奨励金の創設（厚生労
働省）
高年齢者雇用確保充実奨励金を創設し、事業

主団体が傘下事業主に対し希望者全員が６５歳ま
で働ける制度及び何らかの形で７０歳まで働ける
ための制度導入等の雇用確保措置の定着・充実
等を目的とした事業を実施した場合に助成を行
う。

○テレワークの普及・促進（総務省・厚生労働
省・経済産業省・国土交通省）
平成２２年までにテレワーカーを就業者人口の

２割とする目標の実現に向けて策定した、「テ
レワーク人口倍増アクションプラン」（平成１９
年５月テレワーク推進に関する関係省庁連絡会
議決定、IT戦略本部了承）の着実・迅速な実
施のため、産学官からなる「テレワーク推進

フォーラム」と連携し、セミナーの開催等によ
るテレワークの普及活動を行う。

○シルバー人材センターの支援等（厚生労働省）
「教育、子育て、介護、環境」の分野を重点

にシルバー人材センターと地方公共団体が共同
して企画提案した事業の支援を拡大するほか、
各シルバー人材センターにおいて会員が身近な
地域で安心して働くことができるよう多様な就
業機会を提供するとともに、適切な運営の確保
を図る。

○年金記録問題への対応（厚生労働省）
年金記録問題については、その対応を「国家

プロジェクト」と位置づけ、平成２２年・２３年度
の２年間に集中的に取り組み、２５年度までの４
年間にできる限りの対策を進める。

○公平・透明で分かりやすい年金制度の検討
（厚生労働省）
年金制度については、雇用の流動化など時代

にあった、公平・透明で分かりやすい年金制度
とする観点から、年金制度を例外なく一元化
し、全ての国民が加入する「所得比例年金」と
月額７万円の「最低保障年金」を骨格とする新
たな年金制度のための法律を平成２５年に成立さ
せることとしており、今後、具体的な制度設計
に向けた検討を進める。

○国民年金保険料の納付に関する改善措置（厚
生労働省）
平成２２年通常国会に提出した「国民年金及び

企業年金等による高齢期における所得の確保を
支援するための国民年金法等の一部を改正する
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法律案」には、保険料を納めやすくすることで、
将来の無年金・低年金を防止する等の観点か
ら、国民年金保険料の納付可能期間を２年から
１０年に延長する等の措置を行うことを盛り込ん
でいる。

（２）健康・福祉
○介護サービス指導者等養成研修等事業（厚生
労働省）
介護保険事業の見直しや新たな行政課題に対

応するため、特に専門的な知見や一定の質の確
保が必要な事業における都道府県研修の指導者
等を養成し、質の高い介護サービスの全国展開
に資することを目的とする介護サービス指導者
等養成研修等事業を行う。

○市町村地域包括ケア推進事業（厚生労働省）
市町村における地域包括ケアを推進していく

ために、地域包括支援センター等を活用して、
介護保険外のサービスや住宅関係の情報を含め
た高齢者の地域生活を支えるサービス等に関す
る情報の収集・発信機能を強化する事業や、見
守り活動等地域のネットワーク構築を支援する
事業等を行う（全国で５０ヶ所）。
併せて、集合住宅等に居住する高齢者に対

し、２４時間３６５日対応窓口を設置し、介護保険
外のサービスを含めた関係事業者等が連携して
総合的にサービスを提供する事業等を実施す
る。

○介護・福祉サービス基盤の整備（厚生労働省）
身近な日常生活圏域で介護予防から介護サー

ビスの利用に至るまでの必要なサービス基盤を
整備するため、「地域介護・福祉空間整備等施
設整備交付金」及び「介護基盤緊急整備等臨時
特例基金」により、将来必要となる介護施設や

地域介護拠点を緊急に整備するとともに、市町
村が地域の実情に合わせて裁量や自主性・創意
工夫をいかせるような介護・福祉サービスの基
盤整備を支援していく。

○福祉・介護人材の確保（厚生労働省）
福祉・介護人材の確保については、平成２１年

度に措置した取組を着実に実施するとともに、
介護関係業務未経験者を雇い入れた場合の助成
など雇用管理改善に取り組む事業主への支援に
取り組む。さらに、人材の参入促進を図る観点
から、介護に関する専門的な技能を身につけら
れるようにするための離職者訓練の充実を図る
とともに、全国の主要なハローワークに設置す
る「福祉人材コーナー」において、きめ細かな
職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導
等、また、他産業からの離職を余儀なくされた
非正規労働者等が多数利用するハローワークに
おいて、介護に関する情報提供及び「福祉人材
コーナー」への誘導等の支援を実施していく。

○地域福祉等推進特別支援事業（厚生労働省）
地域福祉等推進特別支援事業において、高齢

者等の地域社会における今日的課題の解決を目
指す先駆的・試行的取組を行う自治体等への支
援を行う。

○後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の検
討（厚生労働省）
現行制度の問題点を解消するための取組を引

き続き進めるとともに、「高齢者医療制度改革
会議」において、後期高齢者医療制度廃止後の
新たな制度の具体的なあり方について検討を進
めていく。
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（３）学習・社会参加
○地域活性化・雇用促進資基金（社会貢献型事
業関連）（経済産業省）
地域活性化・雇用促進資基金（社会貢献型事

業関連）の活用により、ソーシャルビジネス事
業者の資金調達ニーズに対しては、民間金融を
補完しつつ、日本政策金融公庫を通じてソー
シャルビジネス事業者に対する融資を実施する
ことで資金調達の円滑化に向けた環境整備を進
め、事業活動の促進を目指す。

○シニア海外ボランティア事業（外務省）
豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国

の社会や経済の発展に貢献したいというボラン
ティア精神を有する中高年が、海外技術協力の
一環として、途上国の現場で活躍できるよう、
シニア海外ボランティア事業を独立行政法人国
際協力機構を通じ引き続き推進する。

（４）生活環境
○公共交通機関、建築物、道路等のバリアフ
リー化（国土交通省）
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」（平成１８年法律第９１号。以下「バ
リアフリー新法」という。）に基づき、公共交
通機関、建築物、道路等のバリアフリー化の取
組を推進する。

○歩行空間の形成、道路交通環境の整備（国土
交通省、警察庁）
移動はあらゆる生活活動に伴い発生する要素

であり、また、就労、余暇を支える要素であ
る。したがって、その障壁を取り除き、すべて
の人が安全に安心して暮らせる道路交通環境づ
くりを行うことが重要な課題となっており、信
号機、歩道等の交通安全施設等の整備を推進す

る。

○高齢者等居住安定化推進事業の創設（国土交
通省）
高齢者等居住安定化推進事業を創設し、公的

賃貸住宅や一定の要件を満たす高齢者専用賃貸
住宅と、高齢者の生活を支援する施設や医療施
設等を一体的に整備する場合、国が直接支援す
ることとしている。

○住宅用火災警報器の普及促進等に要する経費
（総務省）
高齢者や障害者等が安心して生活を営み、社

会参加することができるよう、火災に対する安
全性を効果的に確保するため、事業者の自発的
取り組みを促し、日常の生活様式や非常時の行
動特性等に対応した防火対策を普及促進する。

（５）調査研究等の推進
○がん超早期診断・治療機器総合研究開発プロ
ジェクト（経済産業省）
小さながんを超早期に発見するため、信頼性

の高い画像診断技術や、従来技術では困難で
あった超微小ながん等の治療のため、次世代放
射線治療機器等の研究開発を行う。

○次世代機能代替技術研究開発事業（経済産業
省）
生体内において幹細胞の増殖・分化・再生を

促進する次世代再生医療技術や、小児にも適用
可能な小型の埋込み型補助人工心臓の研究開発
を行う。

○高齢歩行者・高齢自転車乗用者対策の充実の
ための調査に要する経費（警察庁）
高齢歩行者・高齢自転車乗用者の交通事故に



平
成
２２
年
度

高
齢
社
会
対
策

関し幅広く実態調査を行い、明らかとされた課
題解決のため、外国等の先進的な事例を参考に
しつつ、我が国の交通環境に適した形での取り
込み方策の検討を行い、新たな視点に立った高
齢者事故抑止策を確立する。
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